
内
閣
参
質
一
六
六
第
七
七
号

　
　
平
成
十
九
年
七
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣
　
安
　
倍
　
晋
　
三

参
議
院
議
長
　
扇

千
　
景
　
殿

参
議
院
議
員
紙
智
子
君
提
出

　
電
磁
波
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

閣内



　
　
参
議
院
議
員
紙
智
子
君
提
出
電
磁
波
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

の
ー
に
つ
い
て

　
電
磁
界
の
健
康
影
響
等
に
関
し
、
各
省
庁
が
過
去
十
年
間
に
実
施
し
、
又
は
そ
の
費
用
を
拠
出
し
て
き
た
研
究
及
び
平
成

十
九
年
度
以
降
に
実
施
し
、
又
は
そ
の
費
用
を
拠
出
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
研
究
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
総
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
「
電
波
の
安
全
性
に
関
す
る
調
査
」
を
財
団
法
人
テ
レ
コ

ム
先
端
技
術
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
に
委
託
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
の
事
業
費
は
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
は
四
億
二
千
百
万

円
で
あ
る
。
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
、
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
首

席
研
究
官
兜
真
徳
氏
に
よ
る
「
生
活
環
境
中
電
磁
界
に
よ
る
小
児
の
健
康
リ
ス
ク
評
価
に
関
す
る
研
究
」
に
累
計
七
億
二
千

百
万
円
を
委
託
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
卜
一
年
度
か
ら
平
成
十
＝
．
年
度
ま
で
、
金
沢
大
学
工
学
部
情
報
シ
ス
テ
ム
工
学
科

教
授
長
野
勇
氏
に
よ
る
「
地
域
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
電
磁
波
技
術
に
関
す
る
研
究
」
に
累
計
二
億
芝
千
五
百
万
円
を
委

託
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
　
「
居
住
環
境
に
お
け
る
電
磁
界
安
全
対
策
研
究
」
に
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成

十
一
年
度
ま
で
、
国
立
公
衆
衛
生
院
生
理
衛
生
学
部
部
長
大
久
保
千
代
次
氏
を
主
任
研
究
者
と
し
て
、
補
助
金
累
計
四
千
二

百
万
円
、
　
「
電
磁
界
の
白
血
球
及
び
免
疫
系
機
能
に
及
ぽ
す
影
響
に
関
す
る
研
究
」
に
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
四
年



度
ま
で
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
生
理
衛
生
学
部
部
長
大
久
保
千
代
次
氏
を
主
任
研
究
者
と
し
て
、
補
助
金
累
計
一
億
六
千

二
百
万
円
、
　
「
発
達
段
階
に
あ
る
脳
を
対
象
と
す
る
携
帯
電
話
周
波
数
帯
電
磁
界
曝
露
の
血
液
脳
関
門
に
及
ぼ
す
影
響
に
関

す
る
研
究
」
に
、
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
は
国
立
保
健
医
療
科
学
院
生
活
環
境
部
部
長
大
久
保
千
代
次
氏

を
主
任
研
究
者
と
し
て
、
ま
た
、
平
成
十
七
年
度
は
国
立
保
健
医
療
科
学
院
生
活
環
境
部
柔
任
研
究
官
牛
山
明
氏
を
主
任
研

究
者
と
し
て
、
補
助
金
累
計
四
千
九
百
万
円
を
拠
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
、

「
職
場
に
お
け
る
電
磁
場
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
に
委
託
し
て
行
っ
て
お

り
、
そ
の
嘉
業
費
は
累
計
四
千
百
万
円
で
あ
る
。
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
卜
五
年
度
ま
で
「
電

力
設
備
環
境
影
響
調
査
」
を
財
団
法
人
電
力
中
央
研
究
所
に
委
託
し
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
「
電
力

設
備
電
磁
環
境
影
響
調
査
」
を
財
団
法
人
電
力
中
央
研
究
所
、
財
団
法
人
電
気
安
全
環
境
研
究
所
、
財
団
法
人
日
本
生
物
科

学
研
究
所
、
株
式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
及
び
目
本
エ
ヌ
・
ユ
ー
・
エ
ス
株
式
会
社
に
委
託
し
て
、
ま
た
、
平
成
十
九
年
度

に
「
電
力
設
備
電
磁
界
情
報
調
査
提
供
事
業
」
を
株
式
会
社
野
村
総
合
研
究
所
及
び
財
団
法
人
電
気
安
全
環
境
研
究
所
に
委

託
し
て
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
事
業
費
は
そ
れ
ぞ
れ
累
計
二
十
五
億
円
、
累
計
十
一
億
円
、
七
千
二
百
万
円
で
あ
る
。
環

境
省
に
お
い
て
は
、
　
「
電
磁
環
境
の
健
康
影
響
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
年
度
ま
で
は
財
団
法
人



日
本
環
境
協
会
に
委
託
し
、
ま
た
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
は
同
協
会
に
請
け
負
わ
せ
て
、
平
成
卜
四
年

度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
「
生
活
環
境
中
電
磁
界
と
健
康
リ
ス
ク
評
価
に
係
る
調
査
」
を
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究

所
に
請
け
負
わ
せ
て
、
平
成
十
六
年
度
に
「
生
活
環
境
中
電
磁
界
に
係
る
調
査
」
を
独
立
行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
に
請

け
負
わ
せ
て
、
ま
た
、
平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
二
般
環
境
中
電
磁
界
暴
露
に
係
る
情
報
収
集
」
を
社
団

法
人
環
境
情
報
秤
学
セ
ン
タ
ー
に
請
け
負
わ
せ
て
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
事
業
費
は
そ
れ
ぞ
れ
累
計
四
千
万
円
、
累
計
千

二
百
万
円
、
六
百
万
円
、
累
計
千
百
万
円
で
あ
る
。
な
お
、
同
省
の
研
究
に
係
る
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
他
の
調
査
の
予
算

を
含
む
額
で
あ
る
。

の
2
の
一
に
つ
い
て

　
電
力
施
設
に
つ
い
て
は
、
国
際
非
電
離
放
射
線
防
護
委
員
会
（
以
下
「
I
C
N
I
R
P
」
と
い
う
。
）
の
千
九
百
九
十
八

年
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
電
磁
波
・
電
磁
界
の
基
準
、
規
制
値
は
な
い
。
な
お
、
電
界
に
つ
い
て

は
、
昭
和
五
十
一
年
か
ら
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
卜
号
）
に
基
づ
き
特
別
高
圧
の
電
線
の
静
電
誘
導
作

用
に
ょ
り
人
に
よ
る
感
知
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
、
三
キ
ロ
ボ
ル
ト
毎
メ
ー
ト
ル
以
下
と
い
う
技
術
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
値
は
、
欧
州
諸
国
の
規
制
と
比
べ
て
も
、
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。



　
電
波
に
つ
い
て
は
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
に
電
波
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
三
及
び
平
成
十
五
年
に
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
十
四
条
の
二
で
規
制
値
等
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
は
、
I
C
N
I
R
P
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
同
等
な
も
の
で
あ
る
。
高
周
波
電
磁
界
に
関
し
て
、
電
波
法
に
基
づ
く
我
が
国
の
規
制
値
よ
り
厳
し
い
値
を
採

用
し
て
い
る
国
の
例
と
し
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
あ
る
。

の
2
の
二
に
つ
い
て

　
電
磁
界
関
係
省
庁
連
絡
会
議
は
、
平
成
八
年
四
月
に
関
係
省
庁
が
電
磁
界
の
健
康
影
響
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
情
報

交
換
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
総
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
国

土
交
通
省
及
び
環
境
省
の
六
省
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
同
会
議
に
お
け
る
最
近
五
年
間
の
主
な
議
事
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
平
成
十
五
年
度
は
、
関
係
省
庁
に
お
け
る
取
組
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
十
人
年
度
ま
で
は
、
超
低
周
波
電

磁
界
に
関
す
る
世
界
保
健
機
関
（
以
下
「
W
H
O
」
と
い
う
。
）
環
境
保
健
基
準
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
度
は
、
総
務
省

及
び
経
済
産
業
省
の
取
組
に
つ
い
て
並
び
に
超
低
周
波
電
磁
界
に
関
す
る
W
H
O
環
境
保
健
基
準
に
つ
い
て
で
あ
る
。



の
3
の
一
に
つ
い
て

　
お
尋
ね
の
二
十
件
程
度
に
つ
い
て
の
、
年
度
別
、
自
治
体
別
の
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
携
帯
電
話

用
基
地
局
の
建
設
を
め
ぐ
っ
て
周
辺
住
民
と
携
帯
電
話
事
業
者
と
の
話
合
い
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
で
い
な
い
も
の
の
件
数
は

把
握
し
て
い
な
い
が
、
携
帯
電
話
事
業
者
が
携
帯
電
話
用
基
地
局
を
設
置
す
る
に
あ
た
り
、
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
説
明
を

要
求
さ
れ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
当
初
の
設
置
予
定
を
変
更
し
た
も
の
の
件
数
は
、
平
成
十
八
年
十
月
現
在
に
お
い
て
、

四
十
件
と
承
知
し
て
い
る
。

の
3
の
二
に
つ
い
て

　
携
帯
電
話
用
基
地
局
の
設
置
に
関
し
、
携
帯
電
話
事
業
者
と
当
該
基
地
局
の
周
辺
地
域
の
住
民
と
の
間
で
訴
訟
に
よ
り
係

争
中
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
件
数
は
、
平
成
十
九
年
七
月
現
在
に
お
い
て
九
件
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
訴
訟
及
び
調
停

申
し
立
て
が
あ
っ
た
件
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

の
3
の
三
に
つ
い
て

　
家
電
製
品
か
ら
の
電
磁
波
に
関
連
す
る
健
康
影
響
等
の
理
由
に
よ
る
訴
訟
、
調
停
申
し
立
て
件
数
に
つ
い
て
は
、
承
知
し

て
い
な
い
。



二
の
ー
に
つ
い
て

　
　
送
電
線
等
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
は
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
原
子
力
安
全
・
保
安
部
会
電
力
安
全
小
委
員
会
に
電

　
力
設
備
電
磁
界
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
け
、
第
一
回
会
合
を
平
成
十
九
年
六
月
一
目
に
開
催
し
、
送
電
線
等
電
力

　
設
備
か
ら
発
生
す
る
電
磁
界
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
る
。
家
電
製
品
か
ら
発
生
す
る
電
磁
波
に
つ
い
て

　
は
、
I
C
N
I
R
P
が
定
め
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
照
ら
し
た
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
、
経
済
産
業
省
か
ら
財
団
法
人
家
電

　
製
品
協
会
に
対
し
て
、
家
電
製
品
か
ら
発
す
る
電
磁
波
の
強
度
の
測
定
を
要
請
し
て
い
る
。
今
後
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え

　
て
、
必
要
な
対
応
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
2
の
一
及
び
二
に
つ
い
て

　
　
電
波
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
無
線
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
大
臣
は
、
法
令
の
規
定
に
違
反
し
な
い
と
認
め
る
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
中
請
者
に
対
し
免
許
を
与
え
な
け
れ
ば
な
む
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
総
務
省
に
お
い
て
は
、
携
帯
電
話
用
基
地
局
を
設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
電
波
の
安
全
性
に
つ
い

　
て
周
知
す
る
こ
と
等
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
基
地
局
の
周
辺
地
域
の
住
民
か
ら
要
望
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の



　
内
容
を
関
係
の
携
帯
電
話
事
業
者
に
連
絡
し
、
周
辺
地
域
の
住
民
と
の
話
合
い
に
努
め
る
よ
う
要
請
し
て
お
り
、
総
務
省
と

　
し
て
は
、
住
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
向
け
た
努
力
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
「
事
業
者
向
け
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
新
た
に
作
成
す
る
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
。

二
の
2
の
三
に
つ
い
て

　
　
総
務
省
で
は
、
携
帯
電
話
用
基
地
局
の
詳
細
な
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
、
「
設
置
主
体
で
あ
る
法
人
の
競
争
上
の
地
位
そ
の

　
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
や
、
犯
罪
の
予
防
そ
の
他
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す

　
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
の
3
に
つ
い
て

　
　
平
成
十
八
年
十
月
の
総
務
省
令
改
正
等
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
屋
内
に
お
い
て
ニ
メ
ガ

　
ヘ
ル
ツ
か
ら
三
十
メ
ガ
外
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
で
あ
り
、
送
電
線
を
利
用
し
た
高
速
電

　
力
線
通
信
は
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
の
4
に
つ
い
て

　
　
二
千
七
年
六
月
に
W
H
O
が
発
出
し
た
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
も
踏
ま
え
、
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
原
子
力
安
全
・
保
安
部



　
会
電
力
安
全
小
委
員
会
に
設
置
し
た
、
適
切
な
構
成
員
か
ら
な
る
電
力
設
備
電
磁
界
対
策
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い

　
て
、
送
電
線
等
電
力
設
備
か
ら
発
生
す
る
電
磁
界
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

　
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
電
磁
界
の
専
門
家
を
は
じ
め
、
医
師
、
消
費
者
団
体
職
員
等
各
界
の
有
識
者
が
含
ま
れ
て
い

　
る
。

　
　
ま
た
、
法
令
に
基
づ
く
技
術
基
準
を
定
め
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に

　
基
づ
き
、
意
見
公
募
手
続
を
行
い
、
利
害
関
係
者
を
含
め
広
く
一
般
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
の
ー
に
つ
い
て

　
　
「
R
E
F
」
E
X
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
研
究
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
同
研
究
の
再
現
実
験
等
も
含
め
様

　
々
な
研
究
結
果
を
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
果
は
信
ぴ
ょ
う
性
に
欠
け
る
と
考
え
ら
れ
、
現
時
点

　
で
は
電
波
防
護
指
針
の
値
を
改
訂
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

三
の
2
に
つ
い
て

　
　
電
波
が
人
体
に
与
え
る
影
響
を
科
学
的
に
解
明
す
る
た
め
に
、
行
政
と
し
て
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
総
務
省
に
お
い

　
て
生
体
電
磁
環
境
研
究
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
研
究
を
進
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
国
民
の
安
全
を
確
保



　
す
る
た
め
に
、
引
き
続
き
専
門
家
の
科
学
的
知
見
を
幅
広
く
集
め
、
電
磁
波
の
安
全
性
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い

　
と
考
え
て
い
る
。

三
の
3
に
つ
い
て

　
　
お
尋
ね
の
電
磁
波
に
係
る
予
防
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
W
H
O
の
国
際
電
磁
界
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
検
討
が

　
進
め
ら
れ
て
お
り
、
同
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
に
お
い
て
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た

　
め
、
引
き
続
き
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
す
る
研
究
成
果
の
提
供
等
の
協
力
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
政
府
と
し
て

　
は
、
従
前
か
ら
、
電
磁
波
の
人
体
に
対
す
る
影
響
等
に
つ
い
て
、
国
内
外
の
情
報
の
収
集
、
各
種
調
査
研
究
、
こ
れ
ら
の
成

　
果
に
係
る
情
報
の
提
供
等
に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
そ
の
着
実
な
実
施
に
努
め
て
ま
い
り
た


